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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

５８３ 令和７年１１月徳島県議会定例会を招集す 財政課

る件

５８４ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づ 環境管理課

く特定施設の設置の許可の申請があった件

５８５ 生活保護法の規定による医療機関を指定し 地域共生推進課

た件

５８６ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

名称の変更について届出があった件

５８７ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

所在地の変更について届出があった件

５８８ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

廃止について届出があった件

５８９ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

休止について届出があった件

５９０ 生活保護法の規定による指定介護機関から 同

指定に係る事業所の所在地の変更について

届出があった件

５９１ 生活保護法の規定による施術機関を指定し 同

た件

５９２ 歳入の収納の事務を私人に委託した件 農林水産政策課



【告示】

番 号 表 題 担当課名

５９３ 漁船損害等補償法の規定による同意を求め 漁業管理調整課

るための事前届出があった件

５９４ 土地改良区の役員の退任及び就任について 農山漁村振興課

届出があった件

５９５ 土地改良区の定款の変更を認可した件 同

５９６ 解除予定保安林に関する通知を受けた件 森林土木・保全課

５９７ 道路の供用を開始する件 高規格道路課

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

９７ 地方自治法の規定による条例の制定又は改

廃の請求及び監査の請求をする場合の県議

会議員及び知事の選挙権を有する者の５０

分の１の数を告示する件

９８ 地方自治法の規定による県議会の解散の請

求、知事の解職の請求及び主要公務員の解

職の請求をする場合の県議会議員及び知事

の選挙権を有する者の総数のうち４０万を

超える数に６分の１を乗じて得た数と４０

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数を告示する件

９９ 地方自治法の規定による県議会議員の解職

の請求をする場合の阿南選挙区における県

議会議員の選挙権を有する者の３分の１の

数を告示する件

１００ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の規定による県教育委員会の教育長又は委

員の解職の請求をする場合の知事の選挙権

を有する者の総数のうち４０万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数を

告示する件



【公安委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

１１※ 徳島県公安委員会等に係る行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する規則等

の一部を改正する規則

【警察本部告示】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県公安委員会等に係る行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する規則の

施行に関する規程の一部を改正する告示



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

令
和
七
年
十
一
月
徳
島
県
議
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

期
日

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

二

場
所

徳
島
市

徳
島
県
庁



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

阿
波
製
紙
株
式
会
社

住

所

徳
島
市
南
矢
三
町
三
丁
目
一
〇
番
一
八
号

代
表
者

取
締
役
社
長

三
木
康
弘

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

阿
波
製
紙
株
式
会
社

新
小
松
島
工
場

所
在
地

小
松
島
市
豊
浦
町
一
―
二
七

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
三
号
チ
に

規
定
す
る
抄
紙
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
ま
で

２

場
所
徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
小
松
島
市
市
民
環
境
課



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

す
ず
え
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ

徳
島
市
八
万
町
弐
丈
九
七
―
二

鈴
江

真
史

令
和
七
年
十
一

ク

月
一
日

永
尾
醫
院

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
字
大
須
賀

永
尾

仁

同

六
六
―
二

い
ろ
は
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
龍
池
傍

北
野

妙

同

ッ
ク

示
五
二
―
六

フ
ジ
カ
ワ
薬
局
上
中
屋
店

三
好
郡
東
み
よ
し
町
昼
間
一
四
九

井
川

博
愛

同

二
―
五

フ
ジ
カ
ワ
調
剤
薬
局

同

九
二
三

藤
川

真
吾

同

―
一

山
下
内
科
・
呼
吸
器
内
科

同

一
四
九

山
下

潤

同

四
―
一

四
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

変
更
年
月
日

旧

新

と
く
し
ま
調
剤

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル

徳
島
市
昭
和
町
四
丁
目

株
式
会
社
ユ
ニ
ス
マ

令
和
七
年
十
月

薬
局

薬
局
と
く
し
ま

三
三

イ
ル

一
日

昭
和
町
店

門
田
薬
局
大
野

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル

同

八
万
町
大
野
九

同

同

店

薬
局
大
野
店

一
―
三
―
三

門
田
薬
局
住
吉

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル

同

住
吉
二
丁
目
一

同

同

店

薬
局
住
吉
店

―
三
―
一
七

門
田
薬
局
中
島

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル

同

中
島
田
町
四
丁

同

同

田
店

薬
局
中
島
田
店

目
一
―
三

や
ま
と
調
剤
薬

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル

同

大
和
町
二
丁
目

同

同

局

薬
局
や
ま
と
店

三
―
四
八

大
和
ハ
イ

ツ
一
階



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

所

在

地

名

称

開

設

者

変
更
年
月
日

旧

新

大
神
子
訪
問
看
護
ス

徳
島
市
大
原
町
余
慶
七

小
松
島
市
田
浦
町
字
近

社
会
福
祉
法

令
和
七
年
四
月

テ
ー
シ
ョ
ン

一
―
二

里
八
五
―
二

人
す
だ
ち
会

一
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬
局
鯛
浜
店

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
原
四
六
―

株
式
会
社
ア
ッ
プ
ル

令
和
七
年
十
月

六

調
剤
薬
局

五
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
休
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

休
止
年
月
日

阿
部
整
形
外
科

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
一
○
五

医
療
法
人
阿
部
整
形

令
和
四
年
十
一

外
科

月
一
日

松
本
歯
科
小
児
矯
正
歯
科
医

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
元
村
一
一

医
療
法
人
白
美
会

令
和
七
年
七
月

院

五
―
一

三
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機

関
の
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

主
た
る
事
務
所
の

指

定

に
係

る

指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地

名

称

事
業
の
種
類

変
更
年
月
日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

旧

新

社
会
福
祉
法

徳
島
市
大
原
町
余
慶

大
神
子
訪
問
看
護
ス

徳
島
市
大
原
町
余
慶
七

小
松
島
市
田
浦
町
字
近

訪
問
看
護

令
和
七
年
四
月
一
日

人
す
だ
ち
会

一
―
五

テ
ー
シ
ョ
ン

一
―
二

里
八
五
―
二

介
護
予
防
訪
問
看
護



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
機

関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

藤
川

雅
之

Ｅ
Ｃ
Ｏ
鍼
灸
整
骨
院

徳
島
市
北
山
町
岩
崎
三
―
八

令
和
七
年
十
月

八
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
四
月

一
日
次
の
と
お
り
私
人
に
歳
入
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

委

託

し

た

事

務

委

託

し

た

私

人

徳
島
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金

北
灘
漁
業
協
同
組
合

北
泊
漁
業
協
同
組
合

堂
浦
漁
業
協
同
組
合

鳴
門

貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
四
年

町
漁
業
協
同
組
合

新
鳴
門
漁
業
協
同
組
合

里
浦
漁
業
協
同
組
合

長
原

徳
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）

漁
業
協
同
組
合

川
内
漁
業
協
同
組
合

徳
島
市
漁
業
協
同
組
合

渭
東
漁

第
一
条
に
規
定
す
る
沿
岸
漁

業
協
同
組
合

徳
島
市
辰
巳
漁
業
協
同
組
合

小
松
島
漁
業
協
同
組
合

和

業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金

田
島
漁
業
協
同
組
合

阿
南
中
央
漁
業
協
同
組
合

福
村
漁
業
協
同
組
合

の
収
納
の
事
務

中
林
漁
業
協
同
組
合

橘
町
漁
業
協
同
組
合

椿
泊
漁
業
協
同
組
合

阿
南

漁
業
協
同
組
合

伊
島
漁
業
協
同
組
合

伊
座
利
漁
業
協
同
組
合

阿
部
漁

業
協
同
組
合

由
岐
漁
業
協
同
組
合

木
岐
漁
業
協
同
組
合

日
和
佐
町
漁

業
協
同
組
合

牟
岐
東
漁
業
協
同
組
合

牟
岐
町
漁
業
協
同
組
合

鞆
浦
漁

業
協
同
組
合

宍
喰
漁
業
協
同
組
合

徳
島
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
一
の
と
お
り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

（
西
由
岐
加
入
区
）

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

海
部
郡
美
波
町
西
由
岐
字
東
九
○

津
田

好
一

同

八
三

寺
口

英
治

２

加
入
区

西
由
岐
加
入
区

３

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

由
岐
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
五
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

海
部
郡
美
波
町
港
町
字
西
二
九
番
地

由
岐
漁
業
協
同
組
合

（
東
由
岐
加
入
区
）

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

海
部
郡
美
波
町
東
由
岐
字
大
池
一
四
六
―
一
〇

由
岐
中

勇
二

同

一
七
○
―
一
五

川
西

幸
作

２

加
入
区

東
由
岐
加
入
区

３

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

由
岐
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
五
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

海
部
郡
美
波
町
港
町
字
西
二
九
番
地

由
岐
漁
業
協
同
組
合



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

北
井
上
西
部
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

赤

川

勉

赤

川

勉

徳
島
市
国
府
町
芝
原
字
橋
本
一
五

同

榎

本

和

仁

榎

本

和

仁

同

西
黒
田
字
西
傍
示
二
〇
〇

同

中

村

淳

名
西
郡
石
井
町
藍
畑
字
第
十

六
六

同

佐

野

和

人

徳
島
市
国
府
町
佐
野
塚
字
野
神
元
五
九
―
一

同

佐

藤

清

佐

藤

清

同

芝
原
字
観
音
堂
八
○
―
一

同

阿

部

伸

洋

阿

部

伸

洋

同

字
橋
本
四
八
―
二

同

前

川

久

前

川

久

同

字
寺
地
二
二

同

長

尾

博

史

長

尾

博

史

同

字
西
沢
七
一

同

有

井

幸

男

同

西
黒
田
字
東
傍
示
六
四
―
一

同

上

田

正

博

名
西
郡
石
井
町
藍
畑
字
高
畑
一
六
七
七

同

眞

貝

信

子

徳
島
市
国
府
町
西
黒
田
字
西
傍
示
八
五
―
一

同

齋

藤

光

江

同

字
東
傍
示
一
三
二
―
一

同

瀬

部

芳

弘

名
西
郡
石
井
町
藍
畑
字
第
十

九
五
―
一

同

貝

理

貝

理

徳
島
市
国
府
町
佐
野
塚
字
新
田
九
―
一

同

佐

野

哲

也

名
西
郡
石
井
町
藍
畑
字
第
十

一
〇
三
―
一

同

福

田

茂

徳
島
市
国
府
町
西
黒
田
字
東
傍
示
一
〇
八
―
二

同

祖
父
江

義

訓

同

佐
野
塚
字
小
塚
原
一
四
―
一

同

岡

本

優

同

西
黒
田
字
西
傍
示
一
一
一

同

東

條

富

子

同

東
黒
田
字
高
岸
四
六

同

中

村

聡

名
西
郡
石
井
町
藍
畑
字
第
十

一
三
四
―
一

監

事

祖
父
江

義

訓

徳
島
市
国
府
町
佐
野
塚
字
小
塚
原
一
四
―
一

同

大

寺

健

治

同

西
黒
田
字
東
傍
示
八
五

同

鎌

田

耕

一

鎌

田

耕

一

同

字
西
傍
示
一
五
四

同

有

井

幸

男

同

字
東
傍
示
六
四
―
一

同

佐

野

尚

文

同

佐
野
塚
字
野
神
元
六
二
―
一



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
波
市
阿
波
町

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

阿
波
中
部
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
好
市
池
田
町
西
山
山
上
志
垣
六
一
の
二
、
六
七
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か

ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
羽
ノ
浦
居

２

羽
ノ
浦
停
車

内
六
四
番
二
地
先
か
ら

７

三
二
・
六

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

１

場

同
六
四
番
三
地
先
ま
で



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
制
定

又
は
改
廃
の
請
求
及
び
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議

員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
一
、
八
九
七
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
の
解

散
の
請
求
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
解
職
の
請
求
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
主
要
公
務
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
六
五
、
八
〇
六
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の

解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
阿
南
選
挙
区
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の

数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

選

挙

区

名

数

阿

南

一
九
、
二
〇
五
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
知
事
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
六
五
、
八
〇
六
人




























































































